指定障害福祉サービス事業にかかる事前相談について

１　対象サービス
　居宅介護、重度訪問介護、同行援護、行動援護、療養介護、生活介護、短期入所、自立訓練、就労選択支援、就労移行支援、就労継続支援A型、就労継続支援B型、就労定着支援、自立生活援助、共同生活援助、特定相談支援、一般相談支援、障害児相談支援

２　新規指定に関する注意点
八王子市では、サービスの質の向上を図るため、地域ニーズを的確に把握し、それに併せた事業運営を行える事業所を求めています。本市のホームページに掲載している「令和６年度（2024 年度）八王子市障害者計画・第７期障害福祉計画・第３期障害児福祉計画」及び【「令和６年度（2024 年度）八王子市障害者計画・第７期障害福祉計画・第３期障害児福祉計画」（以下「計画」という。）のモニタリング結果を踏まえた今後の指定事務の方向性と一部の指定障害福祉サービスに関する事前相談の一時休止について（通知）】等を確認したうえで、事業をご検討ください。

３　事前相談の進め方
（１）　書面提出→対面相談→申請の順に進みます。
（２）　書面の提出は、指定希望日の３か月前までにご提出ください。
（３）　書面の到達後２週間を目途に対面相談の日時をご連絡いたします。

４　事前相談の提出資料
　（１）　指定申請書（第１号様式）
　（２）　付表　管理者等の個人名や住所は記載不要です
　（３）　介護給付費の算定に係る体制等状況一覧表
　（４）　事業所の平面図　設備基準が満たされていることが確認できるようすること
　（５）　設備・備品一覧表
　（６）　建物面積表
（７）　従事者の勤務の体制及び勤務形態一覧表　個人名は不要です
（８）　収支予算書
　（９）　事業計画書
　　※１（５）と（６）の書類は訪問系サービスと相談系サービスは不要です。
　　※２　作業訓練室の広さについては、最低でも１人当たり３㎡の有効面積が必要です（就労選択支援を除く）。壁芯ではなく内寸で計算するとともに、柱等については　　
面積から除いてください。
　　※３　個人情報を保管するために鍵付きの書庫等が必要になります。
　　※４　事前相談の書類については下記URLに掲載している新規指定書類を使用
してください。
https://www.city.hachioji.tokyo.jp/jigyosha/012/002/sinkisiteisinsei/p022960.html

５　対面相談について
　（１）対面相談は事業所の管理者として配置する方を対象に行います。管理者の責務は「従業者及び業務の管理を一元的に行うこと」及び「従業者に基準条例を順守させるために必要な指揮命令を行う」となっていることから、その責務を担えるかどうか確認を行います。
（２）対面相談は１回あたり30分程度を予定しています。
（３）対面相談は複数回行う場合があります。
（４）対面相談については１事業所当たり１月に１度を目安に行います。
